
人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
１　労働環境の整備の推進等

人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

（１）労働環境の改善

①給与等

ア キャリアと能力に見合う給与体
系の構築等を図るとともに、他の分
野における労働者の給与水準、地
域の給与水準等も踏まえ、適切な
給与水準を確保すること。なお、給
与体系の検討に当たっては、国家
公務員の福祉職俸給表等も参考と
すること。（経営者、関係団体等）

イ 質の高い福祉・介護サービスを
提供するためには、質の高い人材
を確保する必要があることを踏ま
え、従事者に対する事業収入の適
切な配分に努めること。（経営者、
関係団体等）

○老健局老人保健
課

○介護サービス事業者等の
経営実態を把握するための
調査を実施。

○平成23年10月に介護事業経
営実態調査結果を公表した。

51百万円

○平成26年4月にも調査
を実施する予定であり、
平成25年度中に調査票
の作成、配布を行う。

○社会・援護局障
害保健福祉部障害
福祉課

○障害福祉サービス事業者
等の経営実態を把握するた
めの調査を実施。

○平成23年11月に障害福祉
サービス等経営実態調査結果
を公表した。

24百万円

○平成26年4月にも調査
を実施する予定であり、
平成25年度中に調査票
の作成、配布を行う。

ウ 従事者の定着の状況等を勘案
し、必要に応じ、従事者に対する事
業収入の配分の状況に ついての
実態を把握し、福祉・介護サービス
分野における経営者の全般的な状
況や個別の優良事例等を公表する
こと。（国、地方公共団体）

-
○社会・援護局福
祉基盤課 ○人材確保指針の周知

○人材確保指針について、
　① 都道府県、関係団体に対
し、その周知に関して協力を依
頼する旨を通知
　② 厚生労働省ホームページ
に 関係資料を掲載するなどの
取組を実施。

 《リンク》
http://www.mhlw.go.jp/bunya/s
eikatsuhogo/dl/fukusijinzai.pdf

-
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

（ウの続き）
○職業安定局雇用
政策課介護労働対
策室

○財団法人介護労働安定
センターにおいて介護分野
で働く労働者の労働環境に
関する問題点等を明らかに
するため、介護労働の実態
に関する調査を実施。

○平成22年度調査　平成23年8
月公表（調査票配布数17,030事
業所）
○平成23年度調査　平成24年8
月公表（調査票配布数17,151事
業所）
○平成24年度調査　平成25年8
月公表（調査票配布数17,247事
業所）

介護労働者
雇用改善援
助事業等交
付金398百万
円（職業安定
局所管事業
分）の内数

○現状や課題等が的確
に把握できるよう、毎年
度調査項目の見直しを
行っている。

②介護報酬等の設定

○介護報酬の見直し
○平成24年度の介護報酬改定
で、介護職員処遇改善加算を創
設した。

-

○介護報酬の見直しにつ
いては、次期介護報酬改定
（平成27年）に向けて、事業
所の経営や従事者の実態
等について、調査・分析を
行う予定。

○介護サービス事業者等の
経営実態を把握するための
調査を実施。

○平成23年10月に介護事業経
営実態調査結果を公表した。

51百万円

○平成26年4月にも調査を
実施する予定であり、平成
25年度中に調査票の作
成、配布を行う。

○社会・援護局障
害保健福祉部障害
福祉課

○障害福祉サービス等報酬
の見直し

○平成24年度の障害福祉サー
ビス等報酬改定で、福祉・介護
職員処遇改善加算を創設した。

-

○障害福祉サービス等
報酬の見直しについて
は、次期介護報酬改定
（平成27年）に向けて、
事業所の経営や従事者
の実態等について、調
査・分析を行う予定。

○社会・援護局障
害保健福祉部障害
福祉課

○障害福祉サービス事業者
等の経営実態を把握するた
めの調査を実施。

○平成23年11月に障害福祉
サービス等経営実態調査結果
を公表した。

24百万円

○平成26年4月にも調査
を実施する予定であり、
平成25年度中に調査票
の作成、配布を行う。

○老健局老人保健
課

ア 給与、物価等の経済動向や地域
間の給与の格差等を勘案しつつ、
従事者の給与等の水準や事業収
入の従事者の給与等への分配状
況を含め、経営実態や従事者の労
働実態を把握すること等を通じて、
国民の負担している保険料等の水
準にも留意しながら、適切な水準の
介護報酬等を設定すること。（国、
地方公共団体）
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

○老健局高齢者支
援課
○老健局老人保健
課
○老健局振興課

○報酬で介護福祉士の配
置を評価

○特定事業所加算（訪問介護）
やサービス提供体制強化加算
の算定にあたっては、介護職員
総数に占める介護福祉士の割
合を算定要件の１つとしている。

- -

○社会・援護局障
害保健福祉部障害
福祉課

○報酬で介護福祉士等の
配置を評価

○特定事業所加算（居宅介護
等）や福祉専門職員配置等加
算の算定にあたっては、福祉・
介護職員総数に占める介護福
祉士等の割合を算定要件の１
つとしている。

- -

○雇用均等・児童
家庭局家庭福祉課

○児童養護施設等に家庭
支援専門相談員や心理療
法担当職員を配置した場合
に措置費の加算を行ってい
る。

○平成23年6月に省令を改正
し、家庭支援専門相談員及び心
理療法担当職員の配置（対象
者10人以上に心理療法を行う
場合）を義務化した。

児童入所施
設措置費等
90,788 百万
円の内数

-

イ   キャリアと能力に見合う給与体
系の構築等の観点から、介護福祉
士や社会福祉士等の専門性の高
い人材を配置した場合の介護報酬
等による評価の在り方について検
討を行うこと。 （国、地方公共団体）
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

③労働時間等

○雇用均等・児童
家庭局職業家庭両
立課

①育児・介護休業制度の普
及・定着
②次世代育成支援対策推
進法に基づく事業主の取組
促進
③表彰等による事業主の意
識醸成
④従業員のために両立支
援制度の導入を図る事業主
に対する助成金の支給によ
る支援（事業所内保育施設
設置・運営等支援助成金を
含む）
⑤男性の育児休業取得促
進等男性の子育てへの関
わりの促進

①都道府県労働局において、育
児休業制度や勤務時間短縮等
の措置の普及・定着
②一般事業主行動計画策定届
出割合
　101人以上企業の97.9％
　301人以上企業の98.4％
　101人～300人以下企業の
　97.7％（平成24年度末）
③累計表彰企業数396社
（平成11年度～24年度）
④両立支援助成金の支給実績
6,109百万円（平成24年度）
⑤イクメンプロジェクトの実施

④両立支援
助成金6,196
百万円

①育児・介護休業法の
周知・徹底に引き続き取
り組む。
②引き続き周知等を図り
つつ、事業主の取組を
促進するとともに、平成
27年度以降の次世代育
成支援対策推進法の延
長・強化について検討を
行い、その結果に基づ
いて必要な措置を講ず
る。
③④⑤周知等を図りつ
つ、引き続き実施。

○老健局高齢者支
援課

○介護関連施設等において
施設内保育施設を整備する
ために交付金を交付

○施設内保育施設整備事業の
支給実績4,406百万円の内数
（平成24年度）

地域介護・福
祉空間整備
等施設整備
交付金4,014
百万円

-

○労働基準局政策
課

○長時間労働の抑制や、年
次有給休暇の取得促進に
向けた労使の自主的な取組
への支援等

○都道府県労働局に配置され
た働き方・休み方改善コンサル
タントによる相談、助言・指導
○所定外労働時間の削減、年
次有給休暇の取得促進等のた
めの必要な取組を実施した中小
企業等に対する助成
○特に配慮を必要とする労働者
に対する休暇制度の普及促進
事業の実施

956百万円 ○引き続き実施

ア 週40時間労働制の適用されてい
ない小規模の事業所における週40
時間労働制の導入、完全週休2日
制の普及など、労働時間の短縮の
推進に努めること。また、仕事と家
庭の両立が図られるよう、計画的付
与等による有給休暇の完全取得を
目指した取組や育児休業・介護休
業の取得、職場内保育の充実等を
推進すること。（経営者、関係団体
等、国、地方公共団体）
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

イ 従事者に過重な業務の負担を強
いることのないよう、適切な勤務体
制を確保すること。（経営者、関係
団体等）

○社会・援護局福
祉基盤課

○人材確保指針の周知

○ 人材確保指針について、
　① 都道府県、関係団体に対
し、その周知に関して協力を依
頼する旨を通知
　② 厚生労働省ホームページ
に関係資料を掲載するなどの取
組を実施。

《リンク》
http://www.mhlw.go.jp/bunya/s
eikatsuhogo/dl/fukusijinzai.pdf

- -
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

④労働関係法規の遵守等

ア 労働基準法（昭和22年法律第49
号）や労働安全衛生法（昭和47年
法律第57号）等の労働関係法規を
遵守すること。（経営者、関係団体
等）

イ 短時間労働者については、短時
間労働者の雇用管理の改善等に
関する法律（平成5年法律第76号）
に基づき、通常の労働者との均衡
を考慮しつつ、短時間労働者の職
務の内容や職務の成果、経験等を
勘案し、その賃金や教育訓練の実
施その他の待遇を決定するなど、
多様な人材がそれぞれの希望に応
じ、その有する能力を一層発揮でき
る雇用環境を 整備すること。  （経
営者、関係団体等）

○老健局振興課
○介護事業者に対する労働
法規の遵守の徹底

○平成24年度の介護保険法の
改正により、事業者による雇用
管理改善の取組を推進するた
め、労働基準法等に違反して罰
金刑を受けている者等につい
て、事業所指定の際に、指定を
拒否することとした。

- -

○労働基準局監督
課
○老健局振興課
○社会・援護局福
祉基盤課

○労働関係法令の内容等
に関する周知等
　各種会議において労働関
係法令遵守の説明を行うと
ともに、関係者に対し周知
徹底を依頼。

○各種パンフレットや各種モデ
ル様式等を活用し、労働基準関
係法令等について、関係機関と
の連携を図りつつ、あらゆる機
会をとらえて周知。

8百万円

○今後ともあらゆる機会
を通じて、労働関係法令
の内容等に関する周知
を図る。

○人材確保指針の周知

○人材確保指針について、
　① 都道府県、関係団体に対
し、その周知に関して協力を依
頼する旨を通知
　② 厚生労働省ホームページ
に関係資料を掲載するなどの取
組を実施。

《リンク》
http://www.mhlw.go.jp/bunya/s
eikatsuhogo/dl/fukusijinzai.pdf

- -
○社会・援護局福
祉基盤課

ウ 労働関係法規や福祉・介護制度
関連法規等の法令を遵守した適切
な運営が確保されるよう、経営者の
指導監督等を行うこと。（国、地方
公共団体）
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

○社会・援護局障
害保健福祉部監査
指導室

○ 障害福祉サービス事業
者に対する都道府県による
指導監督

- -

○関係法令を遵守する
よう、引き続き都道府県
等による指導監督を実
施。

○雇用均等・児童
家庭局家庭福祉
課、育成環境課、
保育課、母子保健
課

○児童福祉施設に対する都
道府県による指導監督

○全国児童福祉主管課長会議
において、児童福祉施設に対す
る指導監査について適切に実
施するよう都道府県に依頼。
○ 平成21年4月に施行された改
正児童福祉法により、施設職員
等による被措置児童等虐待に
ついて、都道府県市等が児童本
人からの届出や周囲の者から
の通告を受けて、調査等の対応
を行い、その状況を都道府県市
等が公表する制度等が法定化
された。

-

○児童福祉法、児童福
祉施設の設備及び運営
に関する基準等を遵守
するよう、引き続き都道
府県等による指導を実
施。

○労働基準局監督
課

○ 労働基準監督機関によ
る監督指導等の実施

- -
○ 社会福祉事業を行う
事業場に対し、引き続き
監督指導を実施。

（ウの続き）
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

⑤健康管理対策等

○労働基準局安全
衛生部労働衛生課

○ 「職場における腰痛予防
対策指針」の策定及び周知

※ 職場における腰痛予防
の観点から、介護等の業務
を行う際の作業姿勢や動
作、職員の体制等を規定。

○ 「職場における腰痛予防対
策指針の改訂及びその普及に
関する検討会」を開催し、腰痛
の発生が多い介護作業等を重
点に、適切な介護用機器の導
入等腰部への負担を軽減する
具体的手法を取り入れた同指
針改訂案を取りまとめた。

30百万円

○平成25年6月に改訂
指針を策定し公表。同指
針の周知を図るととも
に、第三次産業労働災
害防止支援事業（社会
福祉施設）により、腰部
への負担の少ない介助
法等の講習会、社会福
祉施設を対象にした個
別コンサルティング等を
実施する。

○老健局振興課

○介護従事者の負担の軽
減を図る等、働きやすい職
場環境を構築するために、
福祉用具・介護ロボット実用
化支援事業により、介護現
場に実用性の高い介護ロ
ボット等の導入・普及を図
る。

○平成23年度より事業を開始

【平成23～24年度予算額：各年
度83百万円】

83百万円

○介護現場に実用性の
高い介護ロボット等が導
入・普及されるよう、平成
25年度も引き続き事業を
実施。

○職業安定局雇用
政策課介護労働対
策室

○介護労働安定センターに
おいて医師等の専門家を委
嘱し、介護労働者の健康確
保に関する相談事業を実
施。（対象：事業主、労働
者、雇用管理責任者等）

平成22年度相談件数493件
平成23年度相談件数712件
平成24年度相談件数994件

介護労働者
雇用改善援
助事業等交
付金398 百万
円（職業安定
局所管事業
分）の内数

○周知を図りつつ、引き
続き実施。

ア 従事者が心身ともに充実して仕
事ができるよう、より充実した健康
診断を実施することはもとより、腰
痛対策等の健康管理対策の推進を
図ること。（経営者、関係団体等、
国、地方公共団体）
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

○社会・援護局福
祉基盤課

○福利厚生センターによる
メンタルヘルス講習会の実
施

※ 社会福祉法人福利厚生
センターにおいて、福利厚
生事業の一環として、職員
のメンタルヘルス不全の早
期発見とその対処方法を身
に付けることを目的としたメ
ンタルヘルス講習会を実
施。

○平成19年度より、東京・大阪
の2会場においてメンタルヘルス
講習会を実施。
○開催実績
平成22年度：東京・大阪で計2回
実施し、95人が参加。
平成23年度：東京・大阪で計2回
実施し、82人が参加。
平成24年度：東京（2回）・大阪
（１回）で計3回実施し、126人が
参加。
《リンク》
http://www.sowel.or.jp/center/
c_mental01.html
【平成24年度予算：福利厚生セ
ンター運営事業費66百万円】

46百万円

○引続き、福利厚生セン
ターにおいて、メンタル
ヘルス講習会を実施。
○平成20年度より、福祉
人材センターにおいて福
祉人材確保重点月間を
定め、その中でメンタル
ヘルス等の相談事業等
の実施を検討。
○平成25年度は、東京・
広島・宮城で計3回の開
催を予定している。

○職業安定局雇用
政策課介護労働対
策室

○介護労働安定センターに
おいて医師等の専門家を委
嘱し、介護 労働者の健康確
保に関する相談 事業を実
施。（対象：事業主、労働
者、雇用管理責任者等）

平成22年度相談件数493件
平成23年度相談件数712件
平成24年度相談件数994件

介護労働者
雇用改善援
助事業等交
付金398百万
円（職業安定
局所管事業
分）の内数

○周知を図りつつ、引き
続き実施。

イ 従事者のストレスを緩和し、心の
健康の保持増進を図る観点から、
相談体制を整備するなど、メンタル
ヘルス対策等の推進を図るこ と。
（経営者、関係団体等、国、地方公
共団体）
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

○老健局振興課
○老健局高齢者支
援課
○老健局老人保健
課

○感染症に関する新しい知見や
制度改正を踏まえ、「高齢者介
護施設における感染対策マニュ
アル（平成25年3月）」を作成し、
周知した。

-

○社会・援護局障
害保健福祉部障害
福祉課

○平成20年度に関係部局との
連名課長通知、「社会福祉施設
等における衛生管理の徹底に
ついて」を発出する等、必要な
指導を実施。

-

○雇用均等・児童
家庭局家庭福祉
課、育成環境課、
保育課、母子保健
課

○児童福祉施設に対する都
道府県による指導監督

○「保育所における感染症対策
ガイドライン」を改訂（平成24年
11月）し、保育所等への周知を
都道府県に依頼。
○児童福祉施設の設備及び運
営に関する基準により、児童福
祉施設に入所している者の使用
する設備、食器等について衛生
上必要な措置を講じること等に
より感染症又は食中毒が発生
やまん延しないように努めてい
る。

-

○児童福祉法、児童福
祉施設の設備及び運営
に関する基準等を遵守
するよう、引き続き都道
府県等による指導を実
施。

○職業安定局雇用
政策課介護労働対
策室

○介護労働安定センターに
おいて医師等の専門家を委
嘱し、介護労働者の健康確
保に関する相談事業を実
施。（対象：事業主、労働
者、雇用管理責任者等）

平成22年度相談件数493件
平成23年度相談件数712件
平成24年度相談件数994件

介護労働者
雇用改善援
助事業等交
付金398百万
円（職業安定
局所管事業
分）の内数

○周知を図りつつ、引き
続き実施。

○指定事業者が満たすべき
指定基準において、常に利
用者の健康保持のための
適切な措置を講ずるととも
に、協力医療機関等を定
め、感染症又は食中毒の発
生又は蔓延の防止に努め
なければならない旨を規
定。

○指定基準を遵守する
よ う、引き続き都道府県
等に よる指導を実施。

ウ 利用者の安全を確保し、従事者
が安心して仕事ができるよう、日頃
より医療機関や保健所等との連携
に努めるとともに、手洗いや消毒の
励行等の感染症対策の推進を図る
こと。（経営者、関係団体等、国、地
方公共団体）
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

⑥職員配置

○老健局振興課
○老健局高齢者支
援課
○老健局老人保健
課

○介護事業者に対しヒアリ
ングを行う等による職員配
置の在り方に係る基準等に
ついての検討

- - -

○社会・援護局障
害保健福祉部障害
福祉課

○職員配置の在り方に係る
基準等についての検討

○平成21年度における離島そ
の他の地域における職員配置
基準の緩和等、必要に応じて配
置基準等を見直した。

-
○今後も必要に応じて
検討していく。

⑦福利厚生

従事者の余暇活動や日常生活に
対する支援を行うなど、従事者の
ニーズに的確に対応した福利厚生
事業の推進を図ること。 （経営者、
福利厚生センターその他の関係団
体等）

○社会・援護局福
祉基盤課

○社会福祉法人福利厚生
センターにおいて、
　① 健診費用の助成等の
健康 支援事業
　② 宿泊・レジャー施設の
優待割引等の余暇支援事
業
　③ 弔慰金・見舞金の支給
等の生活支援事業
　④ メンタルヘルス講習会
の実施等の啓発支援事業
等の福利厚生事業を実施。

○毎年、会員拡大に努め、現在
約 22.6 万人（平成24 年度末月
現在） の会員に達しており、ス
ケールメリットを生かした多種多
様なメニュー（42種類）を会員に
提供。

《リンク》
http://www.sowel.or.jp/

【平成24年度予算：福利厚生セ
ンター運営事業費66百万円】

46百万円

○会員等に対するアン
ケート調査を基に、既存
事業内容の見直しを
行って行 い事業の改
善・拡充等を行うととも
に、引続き、福利厚生事
業を推進。（毎年度）

○平成26年度の会員数
は、25万人を目標とし、
より大きなスケールメリッ
トを発揮するため、さらな
る会員の拡大に努める。

○平成25年度事業計画
の重点事項としてあげら
れている①非常勤職員
向けサービスコースの創
設②新たなサービス（ソ
ウェルクラブ”クラブオ
フ”）の普及③地域サー
ビスの充実に取り組む。

従事者の労働の負担を考慮し、ま
た、一定の質のサービスを確保す
る観点から、職員配置の在り方に
係る基準等について検討を行うこ
と。 （国）
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

⑧適正な雇用管理の推進

経営者に対する雇用管理に関する
相談事業、介護労働者の雇用管理
の改善等に関する法律（平成4年法
律第63 号）に基づく助成金の活用
の促進、福祉・介護サービスの実態
に応じた雇用管理の好事例の情報
提供等に取り組むこと。（経営者、
介護労働安定センターその他の関
係団体等）

○職業安定局雇用
政策課介護労働対
策室

○財団法人介護労働安定
センターにおいて雇用管理
改善に係る各種事業を実
施。
　① 雇用管理に関する情報
提供、相談・援助事業
　② 介護労働者雇用管理
診断システムの構築事業主
が抱える雇用管理の個々の
問題点と照合できる簡易な
診断システムを構築し、ウェ
ブ上で情報提供を行う。
　③ その他の啓発事業介
護分野における雇用管理改
善のためのシンポジウムの
開催
（②の介護雇用管理助成金
は廃止）

① 雇用管理に関する情報提
供、相談・援助事業
　　平成22年度74,677件
　　平成23年度63,665件
　　平成24年度72,960件
② 介護労働者雇用管理診断シ
ステム
    平成22年度　ホームページ
    アクセス件数21,445件
　　平成23年度　ホームページ
    アクセス件数17,776件
　　平成23年度　ホームページ
    アクセス件数18,559件
③ 介護労働シンポジウム
    平成22年度181人
　　平成23年度非開催
　　平成24年度142人

①及び②介護
労働者雇用
改善援助事
業等交 付金
398百万円
（職業安定局
所管事業分）
の内数

○周知を図りつつ、引き
続き実施。
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

⑨業務の省力化等

○公益財団法人テクノエイ
ド協会に よる福祉用具情報
システムの運営

※ 福祉用具の効率的な利
用を促進するための基盤整
備として、全国に散在してい
る福祉用具製造事業者等
及び福祉用具情報を一元
的にデータベース化し、これ
を福祉・保健・医療情報ネッ
トワークシステム
（WAMNET） に提供すると共
にインターネット、福祉用具
総覧等を通じて広く情報発
信を実施。

○テクノエイド協会のホーム
ページにおいて、福祉用具製造
事業者等に関する企業情報573
社分、福祉用具情報6,101点分
を掲載。

《リンク》 http://www. techno-
aids. or.jp/

-

引き続き福祉用具情報
システムの運営により、
福祉用具の情報発信を
行う。

○公益財団法人テクノエイ
ド協会による福祉用具の研
究開発助成

※ 長寿社会福祉基金（独立
行政法人福祉医療機構）を
財源とし て、福祉用具に関
する研究開発費の助成を実
施。

○平成18年度採択件数24件、
実績額219百万円。
○平成19年度採択件数20件、
実績額119百万円。
○平成20年度採択件数18件、
実績額132百万円
○平成21年度採択件数11件、
実績額67百万円

- -

ア   ＩＴ技術や自助具を含む福祉用
具の積極的な活用等を通じて、業
務の省力化に努めること。 （経営
者、関係団体等、国、地方公共団
体）

○老健局振興課
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

（アの続き） ○老健局振興課

○公益財団法人テクノエイ
ド協会が行う福祉用具の試
験評価、情報の収集・提供
及び支援協力事業を行うた
めの事業費を補助する。

○平成18～20年度においては、
福祉用具の相談担当職員等を
対象と した効果的な福祉用具
の活用や導入を図るための研
究会の開催等の事業 を実施。

40百万円 -

イ　サービスの提供に関する記録
等の各種書類の作成に係る事務の
効率化・簡素化に努めること。（経
営者、関係団体等、国、地方公共
団体）

○老健局振興課
○老健局老人保健
課

○指定介護予防支援事業
者が行う介護予防支援業務
の一層の効率化の推進。

○介護予防支援業務を効果
的、効率的に実施するために重
点化・効率化が可能な事項につ
いての例を示した「介護予防支
援業務の実施に当た り重点化・
効率化が可能な事項につ いて」
（平成19年7月23日付け老 振発
第 0723001 号・老老発第
0723001 号）を通知。

- -
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

⑩その他

○福祉人材確保重点事業

※ 福祉分野に就労を希望
する者に対する無料職業紹
介等を行う都道府県福祉人
材センターの運営経費を補
助。

○育児休業など一定期間の代
替職員の雇用について無料職
業紹介事業で対応。
 
【平成24年度予算：セーフティ
ネット支援対策事業費補助金
23,700百万円の内数】

セーフティー
ネット支援対
策事業費補
助金
25,000百万円
の内数

-

○福祉・介護人材確保緊急
支援事業

※ 都道府県、都道府県が
適当と認める団体を実施主
体とし、介護従事者が介護
福祉士試験の受験資格の
要件となる「実務者研修」を
受講する際に必要な代替職
員を雇いあげるための費用
を補助。

○当該事業は、平成24年度予
備費を活用し、平成25年度より
実施。

【平成24年度予備費20億円の
内数】

-
○引き続き事業を実施
できるよう、必要な予算
の確保に努める。

従事者の育児休業や研修受講等
の事情により、欠員が生じる場合
に、円滑に代替職員が確 保できる
よう、支援すること。（福祉人材セン
ター、福祉人材バンクその他の関
係団体等）

○社会・援護局福
祉基盤課
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

（２）新たな経営モデルの構築

① 福祉・介護サービスが人によっ
て支えられる事業であることを踏ま
え、福祉・介護サービスを行うのに
ふさわしい経営理念を確立するとと
もに、質の高いサービスを確保する
観点から、サービスの内容に応じた
採用方針や育成方針の確立など、
明確な人事戦略を確立すること。
（経営者、関係団体等）

○社会・援護局福
祉基盤課

○ 「社会福祉法人経営の現
状と課題―新たな時代にお
ける福祉経営の確立に向け
ての基礎作業－」 の作成及
び公表（平成１８年度）

- - -

○ 「社会福祉法人経営の現
状と課題―新たな時代にお
ける福祉経営の確立に向け
ての基礎作業－」 の作成及
び公表（平成１８年度）

- - -

○財団法人介護労働安定
センターによる介護職員の
賃金・雇用管理の実態調査
事業。

○平成24年度より、介護職員の
賃金・雇用管理の実態調査を実
施し、介護事業所における賃金
制度、資格制度、能力開発制度
の整備・運用状況を調査してい
る。調査結果は、介護労働安定
センターホームページに掲載し
ている。

《リンク》
http://www.kaigo-
center.or.jp/report/h24_roujinke
n_01_20130408.html

【平成24年度予算：老人保健健
康増進等事業（老人保健事業
推進費等補助金）2,167百万円
の内数】

老人保健健
康増進等事
業（老人保健
事業推進費
等補助金）
1,590百万円
の内数

○平成25年度も引き続
き本事業を実施する。

② 現状において多数を占める小規
模かつ脆弱な経営基盤からの脱却
を図るため、複数の福祉・介護サー
ビスの実施又は従事者の共同採用
や人事交流、資材の共同購入、設
備の共同利用など経営者間のネッ
トワークの構築 を進めること等によ
り、経営基盤を強化すること。（経営
者、関係団体等）

○社会・援護局福
祉基盤課
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

○「社会福祉法人経営の現
状と課題―新たな時代にお
ける福祉経営の確立に向け
ての基礎作業－」 の作成及
び公表（平成１８年度）

- - -

○人材確保指針の周知

○人材確保指針について、
①都道府県、関係団体に対し、
その周知に関して協力を依頼す
る旨を通知

② 厚生労働省ホームページに
関係資料を掲載するなどの取組
を実施。

《リンク》 http://www.mhlw.go.
jp/bunya/seikatsuhogo/dl/fukus
ijinzai.pdf

- -

○社会・援護局福
祉基盤課

○社会福祉法人が一定の
条件の下、基本財産以外の
資産について、株式投資等
の資産運用を容認。

○ 「社会福祉法人の認可につ
いて」の一部改正通知（平成19
年3月30日付け雇児発第
03300004号・社援発第 0330001
号・老発第 0330001号）を発出。

- -

○老健局高齢者支
援課

○特別養護老人ホームにお
ける介護報酬の充当対象と
なる公益事業の範囲を拡
大。

○ 「特別養護老人ホームにお
ける繰越金等の取扱い等につ
いて」 の一部改正通知（平成24
年3月29日付け老発0329第3号）
の発出。

- -

○社会・援護局福
祉基盤課

④ 福祉・介護制度の下で、柔軟か
つ創意工夫 を活かした経営を行う
ことができるよう、社会福祉法人制
度改革等の規制改革を推進するこ
と。 （国、地方公共団体）

③ 管理者等が労働環境の改善や
キャ リアアップの仕組みの構築等
の取組の重要性を十分認識するこ
と等を通じて、質の高い人材を確保
し、質の高いサービスを提供するた
めの組織体制を確立すること。 （経
営者、関係団体等）
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

（④の続き）
○社会・援護局障
害保健福祉部障害
福祉課

○障害者支援施設における
自立支援給付費の使途範
囲を公益事業へ拡大。

○ 「障害者自立支援法の施行
に伴 う移行時特別積立金等の
取扱いについて」の一部改正通
知（平成19年3月30日付け障発
第 0330003号）の発出。

-
平成23年度末で新体系
に移行済みであり特段
対応を必要としない。

○ 「社会福祉法人経営の現
状と課題―新たな時代にお
ける福祉経営の確立に向け
ての基礎作業－」 の作成

- - -

○ 福祉人材センター全国連
絡会議における先進的な取
組の紹介。

○福祉人材センター全国連絡会
議において、先進的な取組を行
う福祉人材センターが取組を紹
介し、他の人材センターと共有し
ている。

【平成24年度予算：中央福祉人
材センター運営事業費38百万円
の内数】

35百万円
○今後とも、会議にける
取組の紹介を継続して
行う。

⑥ 福祉・介護サービスに係る事業
の施設・設備の整備や事業の運営
に係る融資を行うほか、経営の安
定化に資するため、経営診断事業
等を推進すること。（独立行政法人
福祉医療機構その他の関係団体
等）

○社会・援護局福
祉基盤課

○福祉医療機構による融資
制度、経営診断事業

※ 社会福祉施設等の経営
の安定及び向上にするた
め、集団経 営指導（セミ
ナー）及び特別養護老人
ホーム等に対する個別経営
診断・指導を実施。

① 集団経営指導
　・平成24 年度18回実施、
    3,590人参加
 　・平成15年度からの累計
    165回実施、28,438人参加
② 個別経営診断・指導
　・平成24年度 375件実施
　・平成15年度からの累計
    5,579件実施

-

○経営診断メニューの
多 様化を図るとともに、
経営 改善を支援する必
要の高 い事業への一層
の重点化 を検討。

⑤ 経営主体や事業の規模・種類、
地域特性に応じた経営の実態を把
握するとともに、これらを踏まえた福
祉・介護サービスを行うのにふさわ
しい経営理念や経営の在り方を研
究 し、先進的な取組についての周
知を図るなど、その成果について普
及を図ること。  （関係団体等、国、
地方公共団体）

○社会・援護局福
祉基盤課
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

（３）介護技術等に関する研究及び普及

○公益財団法人テクノエイ
ド協会による福祉用具情報
システムの運営

※ 福祉用具の効率的な利
用を促 進するための基盤
整備として、全国に散在して
いる福祉用具製 造事業者
等及び福祉用具情報を一
元的にデータベース化し、こ
れを福祉・保健・医療情報
ネッ トワークシステム
（WAMNET）に提供すると共
にインターネッ ト、福祉用具
総覧等を通じて広 く情報発
信を実施。

○テクノエイド協会のホーム
ペー ジにおいて、福祉用具製
造事業者等に関する企業情報
573社分、福祉用具情報6,101点
分を掲載。

《リンク》 http://www.techno-
aids. or.jp/

-

引き続き福祉用具情報
システムの運営により、
福祉用具の情報発信を
行う。

○公益財団法人テクノエイ
ド協会によ る福祉用具の研
究開発助成

※ 長寿社会福祉基金（独立
行政法人福祉医療機構）を
財源として、福祉用具に関
する研究開発費の助成を実
施。

○平成18年度採択件数24件、
実績額219百万円。
○平成19年度採択件数20件、
実績額119百万円。
○平成20年度採択件数18件、
実績額132百万円
○平成21年度採択件数11件、
実績額67百万円

- -

① 利用者の自立を支援し、より質
の高い福祉・介護サービスを提供
する観点から、自助具を含む福祉
用具や住環境の整備等の研究 を
行うとともに、その成果について普
及を図 ること。 （経営者、関係団体
等、国、地方公共団体）

○老健局振興課
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

○ 公益財団法人テクノエイ
ド協会が行う福祉用具の試
験評価、情報の収集・提供
及び支援協力事業を行うた
めの事業費を補助する。

○ 平成18～20年度において
は、福祉用具の相談担当職員
等を対象と した効果的な福祉
用具の活用や導入を図るため
の研究会の開催等の事業を実
施。

- -

○福祉用具の適切な利用を
推進するための調査研究を
実施

○平成22年度において、ケアプ
ランで設定された生活目標を前
提にした福祉用具活用による解
決策及び利用者の状態像や使
用環境等に求められる条件等を
整理し、福祉用具選定支援書を
作成し、関係団体等へ配布。

- -

○福祉用具の効果的な利
用を推進するための福祉用
具情報提供システムあり方
に関する調査研究を実施。

○利用者の自立と介護者の介
護負担を軽減するものとして使
用されている様々な種類の福祉
用具について、機能別に分類を
体系化し、利用者等に対して価
格情報を提供するシステムのあ
り方について調査研究を行う。

83百万円 -

○福祉用具臨床的評価事
業の実施

○平成21年度から福祉用具の
使用にあたっての安全性、利便
性を確保できるよう、利用者が
使用する場面（臨床）での客観
的指標に基づく安全性・操作性
に関する評価、公表及び情報提
供を行う環境整備を推進。

41百万円
○今後も福祉用具の安
全な利用・導入を推進す
る。

② 従事者の負担を軽減する観点
から、腰痛対策等に関する介護技
術について、これまでの研究成果
の評価・分析を行いつつ、より適正
かつ実践的な技術の研究及び普及
を図ること。  （経営者、職能団体、
養成機関の団体その他の関係団体
等、国、地方公共団体）

○老健局振興課
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

○公益財団法人テクノエイ
ド協会において、「介護施設
における職員の腰痛対策と
しての福祉用具活用調査」
を実施。

○平成19年9月に、調査のため
の第1回検討会を実施。

- -

○ 「福祉用具の安全な利用
を推進するための調査研究
事業」を実施。

○平成23年度に福祉用具の利
用者をはじめ、訪問介護員や介
護施設職員等が閲覧できるヒヤ
リ・ハット情報提供システムを構
築。

- -

○介護従事者の負担の軽
減を図る等、働きやすい職
場環境を構築するために、
福祉用具・介護ロボット実用
化支援事業により、介護現
場に実用性の高い介護ロ
ボット等の導入・普及を図
る。

○平成23年度より事業を開始

【平成23～24年度予算額：各年
度83百万円】

83百万円

○介護現場に実用性の
高い介護ロボット等が導
入・普及されるよう、平成
25年度も引き続き事業を
実施。

○公益財団法人テクノエイ
ド協会による福祉用具情報
システムの運営

※ 福祉用具の効率的な利
用を促進するための基盤整
備として、 全国に散在して
いる福祉用具製造事業者等
及び福祉用具情報を一元
的にデータベース化し、これ
を福祉・保健・医療情報ネッ
トワークシステム
（WAMNET）に提供すると共
にインターネッ ト、福祉用具
総覧等を通じて広く情報発
信を実施。

○テクノエイド協会のホーム
ページにおいて、福祉用具製造
事業者等に関する企業情報603
社分、福祉用具情報7,841点分
を掲載。

 《リンク》 http://www.techno-
aids.or.jp/

-

○引き続き福祉用具情
報システムの運営によ
り、福祉用具の情報発
信を行う。

（②の続き） ○老健局振興課
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

○老健局振興課

○介護保険の福祉用具
サービスの質の向上と効果
的な活用に関する調査を実
施

○平成24年度において、福祉用
具専門相談員や医療関係職種
等と連携した「他職種連携によ
る自立支援型の福祉用具サー
ビスのあり方」について調査結
果を公表。

- -

○公益財団法人テクノエイ
ド協会によ る福祉用具の研
究開発助成

※ 長寿社会福祉基金（独立
行政法人福祉医療機構）を
財源として、福祉用具に関
する研究開発費の助成を実
施。

○平成18年度採択件数24件、
実績額219百万円。
○平成19年度採択件数20件、
実績額119百万円。
○平成20年度採択件数18件、
実績額132百万円
○平成21年度採択件数11件、
実績額67百万円

- -

○公益財団法人テクノエイ
ド協会が行う福祉用具の試
験評価、情報の収集・提供
及び支援協力事業を行うた
めの事業費を補助する。

○平成18～20年度においては、
福祉用具の相談担当職員等を
対象と した効果的な福祉用具
の活用や導入を図るための研
究会の開催等の事業 を実施。

- -

○老健局振興課

（②の続き）
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
２　キャリアアップの仕組みの構築

人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

○社会・援護局福
祉基盤課

○介護福祉士制度及び社
会福祉制度の見直し

※ 全ての受験者が国家試
験を受験するという形での
介護福祉士の資格取得方
法の見直しや教育カリキュ
ラムの見直し等を内容とす
る 「社会福祉士及び介護福
祉士法」（昭和62 年法律第
30 号）を第166 回通常国会
へ提出。

○介護福祉士制度、社会福祉
士制 度の在り方については、平
成18年9月から12月までの間4
回にわたり社会保障審議会福
祉部会において議論が行われ、
「介護福祉士制度及び社会福祉
士制度の在り方に関する意見」
を報告。

-

○新たな教育カリキュラ
ムについては平成21年4
月から、新たな国家試験
については、平成27年4
月から施行。

○社会・援護局障
害保健福祉部精
神・障害保健課

○精神保健福祉士の養成
の在り方等に関する検討

○平成22年3月まで実施した「精
神保健福祉士の養成の在り方
等に関する検討会」において
「精神保健福祉士養成課程にお
ける教育内容等の見直しについ
て」が取りまとめられ、精神保健
福祉士の養成に係るカリキュラ
ムの見直し等を行った。

-
○新たな教育カリキュラ
ムについては平成24年4
月から施行。

○雇用均等・児童
家庭局家庭福祉課

○児童福祉施設最低基準を
改正し、児童自立支援施設
の長及び児童自立支援専
門員の資格要件について見
直しを行った。

○平成19年4月より施行 - -

① 質の高い介護福祉士や社会福
祉士、保育士等を確保する観点か
ら、資格制度の充実を図り、その周
知を行うこと。また、有資格者等の
キャリアを考慮した施設長や生活
相談員等の資格要件の見直しや社
会福祉主事から社会福祉士への
キャリアアップの仕組みなど、福祉・
介護サービス分野における従事者
のキャリアパスを構築すること。（経
営者、関係団体等、国、地方公共
団体）
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

○老健局振興課
○介護職員初任者研修の
創設。

○従来の「訪問介護に関する2
級課程」を見直し、「介護職員初
任者研修」を創設。
○また、従来の「介護全般に関
する介護職員基礎研修課程」及
び「訪問介護に関する1級課程」
については、「実務者研修」へ一
本化。
○平成25年度より各都道府県
において実施。

-
○平成25年度から開始す
る介護職員初任者研修を
着実に実施していく。

○社会・援護局福
祉基盤課

○全国社会福祉協議会中
央福祉学院「ロフォス湘南」
における各種研修の実施。

※ 社会福祉施設の生活相
談員等の任用資格である社
会福祉主事の養成や社会
福祉法人の役員・施設長に
対する研修、指導的な役割
を担う福祉サービス従事者
の養成のための研修等を実
施。

○受講人数実績
　　 平成22年度：2,111人
　　 平成23年度：1,793人
 　　平成24年度：1,872人

【平成24年度予算額：36 百万
円】

46百万円 -

○全国の婦人相談所の所
長、婦人相談員及び心理判
定員等に対する専門的な研
修の実施。

- - -

○都道府県が行う婦人相談
所、婦人保護施設、母子生
活支援施設、福祉事務所、
民間団体などで配偶者から
の暴力被害者等の支援を行
う職員に対して行う専門研
修への補助を実施。

○平成18年度においては、42都
道府県で実施。

2,668百万円
の内数

-

○雇用均等・児童
家庭局家庭福祉課

② 福祉・介護サービス分野におけ
るキャリアパスに対応した生涯を通
じた研修体系の構築を図るととも
に、施設長や従事者に対する研修
等の充実を図ること。（経営者、職
能団体その他の関係団体等、国、
地方公共団体）

24



人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

（②の続き）
○職業安定局雇用
政策課介護労働対
策室

○人事・労務等を担当する
事業所の管理者に対して、
介護労働者の採用、就業規
則、労働時間管理、賃金管
理、退職、解雇、労働保険、
社会保険、健康管理等の雇
用管理全般について講習を
実施

○雇用管理責任者講習
平成22年度　開催回数236回
受講者数11,240人
平成23年度　開催回数407回
受講者数13,086人
平成24年度　開催回数461回
受講者数2,452人

65百万円
周知を図りつつ、引き続
き実施する。

○社会・援護局福
祉基盤課
○老健局振興課

○現任介護職員等の研修
支援の実施。

○現に介護職員等として働く者
を外部研修等に派遣する場合
に必要な代替職員を雇用する
場合等の経費を助成。
（平成22年度において、2,143人
を雇用）

重点分野雇
用創出事業
（平成２４年度
予備費80,000
百万円）

福祉・介護人
材確保緊急
支援事業（平
成24年度予
備費2,000百
万円）

○今後も従事者のキャリ
アアップが図られるよう
な取組を検討。

○社会・援護局障
害保健福祉部精
神・障害保健課

○精神保健福祉士の養成
の在り方等に関する検討

○平成22年3月まで実施した「精
神保健福祉士の養成の在り方
等に関する検討会」において
「精神保健福祉士養成課程にお
ける教育内容等の見直しについ
て」が取りまとめられ、精神保健
福祉士の養成に係るカリキュラ
ムの見直し等を行った。

-
○新たな教育カリキュラ
ムについては平成24年4
月から施行。

③ 従事者のキャリアアップを支援
する観点から、働きながら介護福祉
士、社会福祉士等 の国家資格等を
取得できるよう配慮するとともに、従
事者の自己研鑽が図られるよう、業
務の中で必要な知識・技術を習得
できる体 制（ＯＪＴ）や、職場内や外
部の研修の受講機会等（ＯＦＦ－Ｊ
Ｔ）の確保に努めること。 （経営者、
関係団体等）
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

○雇用均等・児童
家庭局保育課

○社会福祉法人日本保育
協会が行う保育所長や保育
士等を対象とする研修事業
への補助

○平成24年度において、主任保
育士研修会等の研修会を15回
実施。

【平成24年度予算：保育所保育
士研修等事業65百万円】

65百万円 -

○社会・援護局福
祉基盤課

○介護福祉士等修学資金
貸付事業

※ 介護福祉士養成施設及
び社会福祉士養成施設に
修学する者に対し、必要な
資金を貸付 け。
① 実施主体：都道府県、都
道府県が適当と認める団体
② 上限：月額5万円
入学準備金：20万円（初回
に限る）
就職準備金：20万円（最終
回に限る）
生活費加算：生活扶助居宅
１類相当額
③ 返済免除：貸付けを受け
た都道府県内の社会福祉
施設等に おいて介護業務
等を行う職員として1年以内
に就労し、5年間継続して従
事した場合等

○下記の補正予算において、修
学資金事業の貸付原資を都道
府県に交付

○平成20年度（第二次補正）
320億円

○平成23年度（第三次補正）
16.6億円

○平成24年度（予備費）
81.4億円

セーフティー
ネット支援対
策事業 費補
助金
25,000百万円
の内数

-

（③の続き）
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

④ 従事者のキャリアアップを支援
する観点から、労働者の主体的な
能力開発の取組を支援する教育訓
練給付制度を適切に運営すること。
（国）

○職業能力開発局
育成支援課
○職業安定局雇用
保険課

○教育訓練給付制度の運
営

※ 労働者が主体的に能力
開発に取り組むことを支援
し、雇用の安定等を図るた
め、労働者が自ら費用を負
担して厚生労働大臣が指定
する教育訓練講座を受講し
た場合に、その当該教育訓
練講座の受講に要した費用
の一部に相当する額を支給
する。

○平成24年10月１日現在、介護
福祉士、社会福祉士、精神保健
福祉士、保育士の資格取得を
目標とするものとして337講座を
指定。

○平成24年度においては、指定
講座全体で約13万人に対し支
給。

【平成24年度予算額：5,668 百
万円】

5,108百万円

○ 教育訓練給付制度の
指定基準等に基づき、
引き続き適切に運営す
る。

⑤ 従事者の多様な業務を経験する
機会を確保する観点から、経営者
間のネットワークを活かした人事交
流等を通じて、人材の育成を図るこ
と。（経営者、関係団体等）

○社会・援護局福
祉基盤課

○「社会福祉法人経営の現
状と課題―新たな時代にお
ける福祉経営の確立に向け
ての基礎作業－」の作成

- - -
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

○社会・援護局福
祉基盤課

○認定介護福祉士の在り方
について検討

※ 今後の介護人材の在り
方に関する検討会報告書の
中で、介護福祉士資格取得
後のステップアップの仕組
みをつくっていくことが必要。
質の高い介護を行い、他の
現場職員を指導できるレベ
ルに達した介護福祉士を職
能団体が主役となって認定
する仕組みを設けていくこと
が適当との提言がなされた
ことを踏まえ、認定介護福
祉士（仮称）の在り方につい
て検討するため有識者によ
る検討会を開催。

○平成24年8月から25年3月ま
での間に3回に渡り検討会を開
催。
○平成24年10月13日から認定
介護福祉士（仮称）モデル研修
開始

12,818千円

○引き続き研究会にお
いて、認定介護福祉士
の在り方について検討
するとともにモデル研修
を実施。（平成25年度
中）

○雇用均等・児童
家庭局家庭福祉課

○社会的養護に関する資格
の創設について検討。

- - -

⑥ 国家資格等の有資格者につい
て、さらに高い専門性を認証する仕
組みの構築を図るなど、従事者の
資質向上に取り組むこと。（職能団
体、養成機関の団体その他の関係
団体等）
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
３　福祉・介護サービスの周知・理解

人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

① 教育機関等が生徒等に対して、
ボランティア体験の機会を提供する
など、成長段階に応 じて福祉・介護
サービスの意義や重要性につ いて
の理解と体験ができるよう、働きか
けを行うこと。（経営者、関係団体
等、国、地方 公共団体）

○社会・援護局地
域福祉課

○全国ボランティア活動振
興センター運営事業の実施

※ 経済団体・労働団体・マ
スコミ・教育等の各界による
ボランティアシンポジウムの
開催、ボランティアに関する
各種資料・文献等の情報提
供やボランティアセンター担
当者に対する研修事業等を
実施。

○平成24年度においては、
ア． ボランティア活動推進国民
会議を開催する事業
イ． 全国ボランティア大会を開
催する事業
ウ． ボランティアライブラリーを
整備する事業
エ ．ボランティア活動に関する
調査研究事業
オ． ボランティア関係情報誌を
発行する事業
カ． 福祉教育推進のためのモ
デル事例集等の作成事業
キ． ボランティア活動に関する
研修事業等の事業を実施。

【平成24年度予算額：全国ボラ
ンティア活動振興センター運営
事業 34百万円】

34百万円
○ボランティア活動の振
興が図られるよう、引き
続き支援。
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

○平成24年度においては、住民
参加による地域づくりの一層の
推進を図ることを目的とした「地
域福祉等推進特別支援事業」に
おける地域人材活用支援事業
として、都道府県または市区町
村（社会福祉法人等に委託する
ことも可能）が、以下の取り組み
を実施。
（ア）地域の人材登録
地域で「社会貢献活動を行う意
欲のある定年退職者等の潜在
的な人材を発掘するため、広報
活動や関係団体への依頼等を
行い、貢献活動を希望する者の
氏名、資格、職歴、特技、希望
する支援活動や活動地域等の
データの登録を行い、支援者リ
ストを作成する。
（イ）利用者の登録
事業の趣旨を住民に周知し、貢
献活動希望者による支援を希
望する者を登録し、利用者リスト
を作成する。
（ウ）コーディネーターの配置
貢献活動希望者を支援活動に
結びつけるコーディネーターを
配置し、貢献活動希望者の派遣
調整等を行う。
（エ）コーディネーターの養成
研修等の実施によりコーディ
ネーターの養成を行う。

【平成24 年度予算：セーフティネ
ット支援対策事業費補助金
23,700 百万円の内数】

○都道府県・指定都市・市
区町村ボランティアセンター
の運営

※ 平成19年度より、これま
でセーフティネット支援対策
等事業費補助金において実
施してきた 「ボランティア振
興事 業」、 「地域福祉推進
支援事業」、 「地域福祉ネッ
トワーク事業」 を統合し、
「既存の制度のみで は充足
できない問題」や「制度 の
狭間にある問題」 など地域
社会における今日的課題の
解決 を目指す先駆的・試行
的取組に対する支援するた
め、ボランティア活動リー
ダーの養成講座や災害ボラ
ンティアネットワークの構築
等を行う 「地域福祉等推進
特別支援事業」を創設。

セーフティー
ネット支援対
策事業 費補
助金
25,000百万円
の内数

○ ボランティア活動の
振興が図られるよう、引
き続き支援。

○社会・援護局地
域福祉課

（①の続き）
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

○福祉・人材確保緊急支援
事業

※都道府県、都道府県が適
当と認める団体が、相談員
による中高生やその保護
者、進路指導担当教員等を
対象にした進路相談等や職
場体験やセミナー開催

○当該事業は、平成24年度予
備費を活用し、平成25年度より
実施。

【平成24年度予備費20億円の
内数】

-
○引き続き事業を実施
できるよう、必要な予算
の確保に努める。

○介護の日の設定

○介護についての理解と認識を
深め、介護サービス利用者及び
その家族、介護従事者等を支援
するとともに、これらの人たちを
取り巻く地域社会における支え
合いや交流を促進する観点か
ら、高齢者や障害者等に対する
介護に関し、国民への啓発を重
点的に実施する日として、11月
11日を介護の日として設定。
○都道府県・政令市・中核市に
おける介護の日関連の取組をＨ
Ｐ上で公表している。

-

○引き続き、介護の日の
周知及び関連する取組
の実施について、自治
体及び関係団体に対し、
呼びかけを行う。

③ 施設の地域開放やボランティア
の受入れ、地域活動への積極的な
参加など、地域との交流を図るこ
と。（経営者、関係団体等）

○社会・援護局福
祉基盤課

○人材確保指針の周知

○人材確保指針について、
① 都道府県、関係団体に対し、
その周知に関して協力を依頼す
る旨を通知
② 厚生労働省ホームページに
関係資料を掲載するなどの取組
を実施。

《リンク》
http://www.mhlw.go.jp/bunya/s
eikatsuhogo/dl/fukusijinzai.pdf

- -

②　福祉・介護サービスの職場体験
の実施、マスメディアを通じた広報
活動、これらを重点的に実施する期
間の設定等、関係各機関の連携の
下、若年層を始めとする幅広い層
に対し、認知症等の福祉・介護サー
ビスの利用者やこうした利用者を支
える福祉・介護サービスについての
理解を求めること。（経営者、職能
団体、養成機関の団体その他の関
係団体等、国、地方公共団体）

○社会・援護局福
祉基盤課

31



人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

- -

④ 将来を担う人材を育てていくこと
が、福祉・介護サービスや経営者の
社会的な評価を高めていくことにつ
ながるという観点に立って、福祉・
介護サービス分野への就業を目指
す実習生を積極的に受け入れると
ともに、実習を受け入れる施設にお
ける適切な受入体制を確保するこ
と。（経営者、関係団体等、 国、地
方公共団体）

○社会・援護局福
祉基盤課

○当該事業は、平成20年度よ
り、介護福祉士養成実習施設指
導者特別研修事業（修了者合
計18,440名）及び社会福祉士養
成実習施設指導者特別研修事
業（修了者合計13,264名）とし
て、平成19年の法律改正に伴う
経過措置の期間が終了する平
成23年度まで国庫補助により実
施した。
（参考）
○介護福祉士養成実習施設指
導者特別研修事業
平成20年度：33百万円（修了者
4,022名）
平成21年度：27百万円（修了者
4,746名）
平成22年度：22百万円（修了者
4,755名）
平成23年度：14百万円（修了者
4,917名）
○社会福祉士養成実習施設指
導者特別研修事業
平成20年度：22百万円（修了者
2,734名）
平成21年度：20百万円（修了者
3,235名）
平成22年度：21百万円（修了者
3,356名）
平成23年度：16百万円（修了者
3,939名）

○実習施設における実習指
導者の資質の向上のため
の研修会の実施。

※ 介護福祉士や社会福祉
士の養成課程において、よ
り質の高い実習教育を確保
する観点から、実習施設に
おける実習指導者に対する
研修を実施。

32



人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

（④の続き）
○社会・援護局福
祉基盤課

○介護実習内容高度化モデ
ル事業の実施。
 
※ 実践力の高い介護福祉
士を養成する観点から、質
の高い実習教育が確保され
るよう、養成施設と実習施設
の連携の在 り方等について
検討するとともに、マニュア
ルを作成。

○平成19年度から中央検討委
員会での検討及び施設におい
てモデル実習を実施し、平成20
年度に「介護福祉士養成課程の
実習教育における実習施設と養
成施設との連携に関するマニュ
アル（養成施設）」及び「同（実習
施設）」を作成し、周知を図っ
た。
（参考）
平成19年度：45百万円
平成20年度：23百万円

- -
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
４　潜在的有資格者の参入の促進等

人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

（１） 介護福祉士や社会福祉士等の有資格者の活用等の促進

○特定事業所加算（訪問介
護）やサービス提供体制強
化加算の算定にあたって
は、介護職員総数に占める
介護福祉士の割合を算定要
件の１つとしている。

- - -

○地域包括支援センター職
員の配置要件

○地域包括支援センターに配置
する、職員の要件の１つとして
社会福祉士を規定。

- -

○老健局高齢者支
援課
○老健局老人保健
課
○老健局振興課

○介護事業所の人員配置
基準における各職種の任用
要件に、介護福祉士や社会
福祉士等の資格を有する者
が規定されている。
介護福祉士：サービス提供
責任者（訪問介護）など
社会福祉士：生活相談員
（通所介護）など

- - -

○老健局高齢者支
援課
○老健局老人保健
課
○老健局振興課

（１）介護福祉士や社会福祉士等の
有資格者の活用等の促進
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

（２）潜在的有資格者等の参入の促進

① 潜在的有資格者等について、就
業の現状や離職の理由、福祉・介
護サービス分野への再就業の意向
等の実態を把握すること。（関係団
体等）

○社会・援護局福
祉基盤課

○介護福祉士等現況調査

※ 介護福祉士、社会福祉
士及び精神保健福祉士の
国家資格を取得しながら、
何らかの理由で福祉・介護
サービスに就業していない
者が多数存在しているが、
これらの潜在的有資格者に
ついては、その現状や離職
の理由等の実態が明らかで
ないことから、実態を踏ま
え、適切に就労に結びつけ
ていけるよう、介護福祉士
等の有資格者に対する現況
調査を公益財団法人社会福
祉振興・試験センターにおい
て実施。

○平成20年度において当該調
査を実施。（公益財団法人社会
福祉振興・試験センターの自主
財源で実施。）

-
○今後は、3年に一度実
施予定。
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

①中央福祉人材センター運
営事業

※ 都道府県福祉人材セン
ター間の連絡・調整や指導
等を行うとともに、福祉人材
の動向に関する情報収集等
を行う中央福祉人材セン
ターの運営経費を補助。

②福祉人材確保重点事業

※ 福祉分野に就労を希望
する者に対する無料職業紹
介等を行う都道府県福祉人
材センターの運営経費を補
助。

○福祉・介護サービスに関する
理解と関心を高め、社会福祉を
目的とする事業への就労を促進
するため、福祉に関する啓発活
動の実施を行っている

【①平成24年度予算：中央福祉
人材センター運営事業費 38 百
万円】

【②平成24年度予算：福祉人材
確保重点事業 セーフティーネッ
ト支援対策事業費補助金23,700
百万円の内数】

①の事業
35百万円

②の事業
セーフティー
ネット支援対
策事業費補
助金25,000百
万円の内数

○引き続き、地域の実情
を十分に分析した上で、
潜在的有資格者等の確
保に必要となる事業等
について優先的に実施
していくこ ととしている。
（毎年度）

○福祉・介護人材確保緊急
支援事業

※都道府県、都道府県が適
当と認める団体による、
①相談員による中高生やそ
の保護者、進路指導担当教
員等を対象にした進路相談
等や職場体験やセミナー開
催
②子育て等のため離職した
潜在的有資格者が知識や
技術を再確認するための研
修経費や他分野からの離職
者の福祉・介護分野への就
業支援のための職場体験

○当該事業は、平成24年度予
備費を活用し、平成25年度より
実施。

【平成24年度予備費2,000百万
円の内数】

-
○引き続き事業を実施
できるよう、必要な予算
の確保に努める。

○社会・援護局福
祉基盤課

② 潜在的有資格者等に対して、就
職説明会の実施等を通じて、関心
を喚起し、福祉・介護サービス分野
への再就業を働きかけること。（福
祉人材センター、福祉人材バンクそ
の他の関係団体等）

36



人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

○社会・援護局福
祉基盤課

○福祉人材確保重点事業

※ 福祉分野に就労を希望
する者に対する無料職業紹
介等を行う都道府県福祉人
材センターの運営経費を補
助。

○平成23年度の紹介・応募人
数 は83,080 人。
○平成19年5月31日付け社援発
第 0531003 号「福祉人材セン
ター等と福祉重点ハローワーク
等との効果的な連携のあり方に
ついて」及び平成20年5月26日
付社援発第　0526003 号「福祉
人材センター等とハローワーク
等との効果的な連携の一層の
推進等について」を発出し、ハ
ローワークとの効果的な連携策
を通知。

【②平成24年度予算：福祉人材
確保重点事業 セーフティーネッ
ト支援対策事業費補助金23,700
百万円の内数】

セーフティー
ネット支援対
策事業 費補
助金 25,000
百万円の内
数

○福祉人材センター・福
祉人材バンクのＰＲに努
めるとともに、職能団体
等と連携し、再就業を希
望する者に対する研修
の充実を検討。（毎年
度）

○職業安定局総務
課首席職業指導官
室

○福祉人材確保重点対策
事業

※全国の主要なハローワー
クに「福祉人材コーナー」を
設置し、福祉分野における
マッチング機能の強化を図
るとともに、同コーナーを設
置していないハローワーク
においても、福祉分野を希
望する求職者に対する職業
相談等を実施。

○ 平成24年度実績
新規相談者数 55,655人
就職件数　　   31,217件

1,293百万円
○ 福祉人材の更なる確
保のため、引き続き実施

③ 潜在的有資格者等のうち、再就
業を希望するものに対して、再就業
が円滑に進むよう、関係団体等や
公共職業安定所等との十分な連携
による無料職業紹介等の実施や再
教育等を通じて、就業の支援に取り
組むこと。（福祉人材センター、福祉
人材バンクその他の関係団体等、
国）
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算
の状況

今後の対応

○社会・援護局福
祉基盤課

① 中央福祉人材センター運
営事業

※ 都道府県福祉人材セン
ター間の連絡・調整や指導
等を行うとともに、福祉人材
の動向に関する情報収集等
を行う中央福祉人材セン
ターの運営経費を補助。

② 福祉人材確保重点事業

※ 福祉分野に就労を希望
する者に対する無料職業紹
介等を行う都道府県福祉人
材センタ ーの運営経費を補
助。

○ 福祉・介護分野に従事する
者の定着促進に向けて、経営者
に対する相談援助活動を実施し
ている。

【平成24年度予算：中央福祉人
材センター運営事業費38百万
円】

【平成24年度予算：②福祉人材
確保重点事業 セーフティーネッ
ト支援対策事業費補助金23,700
百万円の内数】

①の事業
35百万円

②の事業
セーフティー
ネット支援対
策事業 費補
助金 25,000
百万円の内
数

-

○社会・援護局福
祉基盤課

○福祉・介護人材確保緊急
支援事業

※都道府県、都道府県が適
当と認める団体が、潜在的
有資格者が知識や技術を再
確認するための研修経費や
他分野からの離職者の福
祉・介護分野への就業支援
のための職場体験等を実施
する経費を補助。

○当該事業は、平成24年度予
備費を活用し、平成25年度より
実施。

【平成24年度予備費2,000百万
円の内数】

未定
○引き続き事業を実施
できるよう、必要な予算
の確保に努める。

④ 福祉・介護サービス分野へ就業
した潜在的有資格者等について、
将来にわたって安定的に仕事がで
きるよう、相談体制を整備するな
ど、その定着の支援に取り組むこ
と。（福祉人材センター、福祉人材
バンクその他の関係 団体等）
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）
５　多様な人材の参入・参画の促進

人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算の状
況

今後の対応

（１） 福祉・介護サービス以外の他の分野に従事する人材の参入の促進

①　多様な人材を確保する観点か
ら、福祉・介護サービス以外の他の
分野に従事する者等に対して、就職
説明会の実施等を通じて、福祉・介
護サービス分野への関心を喚起し、
就業を働きかけること。（福祉人材
センター、福祉人材バンクその他の
関係団体等）

○社会・援護局福
祉基盤課

① 中央福祉人材センター運
営事業

※ 都道府県福祉人材セン
ター間の連絡・調整や指導
等を行うとともに、福祉人材
の動向に関する情報収集等
を行う中央福祉人材セン
ターの運営経費を補助。

② 福祉人材確保重点事業

※ 福祉分野に就労を希望
する者に対する無料職業紹
介等を行う都道府県福祉人
材センターの運営経費を補
助。

○福祉・介護サービスに関す
る理解と関心を高め、社会福
祉を目的とする事業への就労
を促進するための啓発・広報
を行う。

【①平成24年度予算：中央福
祉人材センター運営事業費
38百万円】

【②平成24年度予算：福祉人
材確保重点事業 セーフ
ティーネット支援対策事業費
補助金23,700百万円の内数】

①の事業
35百万円

②の事業 セーフ
ティーネット支援
対策事業費補助
金25,000百万円
の内数

○ハローワークや市区
町村等と連携し、就職説
明会や体験就業プログラ
ム、インターンシップ等の
取組の充実を検討。（平
成20年度中）
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）

人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算の状
況

今後の対応

○社会・援護局福
祉基盤課

① 中央福祉人材センター運
営事業

※ 都道府県福祉人材セン
ター間の連絡・調整や指導
等を行うとともに、福祉人材
の動向に関する情報収集等
を行う中央福祉人材セン
ターの運営経費を補助。

② 福祉人材確保重点事業

※ 福祉分野に就労を希望
する者に対する無料職業紹
介等を行う都道府県福祉人
材センターの運営経費を補
助。

○福祉・介護サービスに関す
る理解と関心を高め、社会福
祉を目的とする事業への就労
を促進するための啓発・広報
を行う。

【①平成24年度予算：中央福
祉人材センター運営事業費
38百万円】

【②平成24年度予算：福祉人
材確保重点事業 セーフ
ティーネット支援対策事業費
補助金23,700百万円の内数】

①の事業
35百万円

②の事業 セーフ
ティーネット支援
対策事業費補助
金25,000百万円
の内数

○ハローワークや市区
町村等と連携し、就職説
明会や体験就業プログラ
ム、インターンシップ等の
取組の充実を検討。（平
成20年度中）

○雇用均等・児童
家庭局家庭福祉課

○経済的自立に効果的な資
格の取得を目指す母子家庭
の母等に対し、修学期間中
の生活負担の軽減を目的と
する訓練促進費を支給。

○高等技能訓練促進費等事
業を利用して資格を取得した
者　3,016人（平成23年度）

9,734百万円の
内数

-

② 福祉・介護サービス以外の他の
分野に従事する者等のうち、福祉・
介護サービス分野への就業を希望
するものに対して、関係団体等と公
共職業安定所等との十分な連携に
よる無料職業紹介等の実施を通じ
て、就業の支援に取り組むこと。（福
祉人材センター、福祉人材バンクそ
の他の関係団体等、国）
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）

人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算の状
況

今後の対応

（②の続き）
○職業安定局総務
課首席職業指導官
室

○ 福祉人材確保重点対策
事業

※全国の主要なハローワー
クに「福祉人材コーナー」を
設置し、福祉分野における
マッチング機能の強化を図
るとともに、同コーナーを設
置していないハローワーク
においても、福祉分野を希
望する求職者に対する職業
相談等を実施。

○ 平成24年度実績
新規相談者数 ： 55,655人
就職件数 ： 31,217件

1,293百万円
○ 福祉人材の更なる確
保のため、引き続き実施
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）

人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算の状
況

今後の対応

○ 平成23 年における紹介・
応募人数は83,080 人。
○ 平成19年５月31日付け社
援発 0531003 号「福祉人材
センター等と福祉重点ハロー
ワーク等との効果的な連携の
あり方について」及び平成20
年5月26日付け社援発
0526003 号「福祉人材セン
ター等と福祉重点ハローワー
ク等との効果的な連携の一
層の推進等について」 を発出
し、ハローワークとの効果的
な連携策を通知。
○ 福祉人材センターが行う
無料職業紹介事業の実施に
あたり、求職・求人情報は福
祉人材情報システムによって
管理している。平成24年度に
は、求職者、求人事業所登録
の増加を目的として、求人事
務所にあるパソコンから当該
システムにアクセスすること
により求職者情報を閲覧でき
る機能する等の改修を行っ
た。
【①平成24年度予算：中央福
祉人材センター運営事業費
38百万円】
【②平成24年度予算：福祉人
材確保重点事業セーフティー
ネット支援対策事業費補助金
23,700百万円の内数】

①の事業
35百万円

②の事業 セーフ
ティ ーネット支
援対策事業 費
補助金25,000百
万 円の内数

-

①  中央福祉人材センター
運営事業

※ 都道府県福祉人材セン
ター間の連絡・調整や指導
等を行うとともに、福祉人材
の動向に関する情報収集等
を行う中央福祉人材セン
ターの運営経費を補助。

② 福祉人材確保重点事業

※ 福祉分野に就労を希望
する者に対する無料職業紹
介等を行う都道府県福祉人
材センタ ーの運営経費を補
助。

○社会・援護局福
祉基盤課

③ 福祉・介護サービス以外の他の
分野に従事 していた者等で、福祉・
介護サービス分野へ就業したもの
について、将来にわたって安定的に
仕事ができるよう、相談体制を整備
するなど、その定着の支援に取り組
むこと。（福祉人材センター、福祉人
材バンクその他の関係団体等）
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）

人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算の状
況

今後の対応

○老健局振興課

○介護サービス情報の公表
制度

※ 利用者の介護サービス
選択に資することを目的とし
て、都道府県が原則すべて
の事業所に対 して事業所情
報の公表を義務づけた制
度。

○ 訪問介護、訪問入浴介護
など30サービスの事業所・施
設の情報を公表しており、あ
わせて平成24年度より、介護
従業者の雇用状況等に関す
る情報を公表できる仕組みと
した。

199百万円

○ 25年度に定期巡回・
随時対応型訪問介護看
護など2サービスを追加
施行することとしている。
また、必要に応じて、公
表項目など見直しを行っ
ていく予定。

○老健局高齢者支
援課
○老健局振興課

○高齢者福祉サービスに係
る「福祉サービス第三者評
価基準ガイドライン」及び「福
祉サービス内容評価ガイド
ライン」

○平成24年度に全国社会福
祉協議会が策定した特養・通
所介護・訪問介護の「福祉
サービス第三者評価基準ガ
イドライン」及び「福祉サービ
ス内容評価ガイドライン」の策
定についての通知を発出

-
○引き続き現行の第三
者評価制度を実施してい
く。

○雇用均等・児童
家庭局保育課

○ 「保育所版の福祉サービ
ス第三者評価基準ガイ ドラ
インにおける各評価項目の
判断基準に関するガイドライ
ン及び福祉サービス内容評
価基準ガイ ドライン等につ
いて」通知を発出。

○平成14年に（社）保育士養
成 協議会が評価機関を立ち
上げ、第三者評価を実施し、
評価結果については、ホーム
ページで公表。

-
○引き続き現行の第三
者 評価制度を実施して
いく。

④ 利用者のサービスの選択に資す
ることを目的とした第三者評価結果
の公表や情報開示等は、福祉・介
護サービス分野への就業を希望す
る者にとっても就業先の選択に資す
るものであることを踏まえ、これらの
推進を図ること。（経営者、関係団
体等、国、地方 公共団体）
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）

人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算の状
況

今後の対応

（④の続き）
○社会・援護局福
祉基盤課

○福祉サービスの第三者評
価事業

※福祉サービス第三者評価
事業は、福祉サービスの質
を当事者以外の公正・中立
な第三者評価機関が専門的
かつ客観的に評価すること
により、個々の事業者が事
業運営における問題点を把
握し、サービスの質の向上
に結びつけるとともに、第三
者評価受審結果を公表する
ことで、利用者の適切な
サービスの選択に資するこ
とを目的としている。

○福祉サービス第三者評価
事業の推進のため、以下の
事業を実施している。
①福祉関係部局と連携の上、
福祉サービス第三者評価に
係る通知の発出等。
②全国社会福祉協議会に設
置した、評価事業者普及協議
会、評価基準等委員会によ
る、第三者評価に係る評価項
目・評価基準等の策定、評価
調査者養成のための指導者
研修の実施、その他第三者
評価事業の普及啓発等。

○直近3ヶ年の第三者評価受
審件数
平成21年度　2,871件
平成22年度　2,985件
平成23年度　3,349件

【平成24年度予算：福祉サー
ビス の第三者評価事業7百
万円】

7百万円

○引き続き本事業の取
組を推進していくととも
に、福祉サービスの更な
る質の向上及び利用者
の適切なサービス選択
のための見直しを行って
いく。
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）

人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算の状
況

今後の対応

（④の続き）
○社会・援護局福
祉基盤課

①  中央福祉人材センター
運営事業

※ 都道府県福祉人材セン
ター間の連絡・調整や指導
等を行うとともに、福祉人材
の動向に関する情報収集等
を行う中央福祉人材セン
ターの運営経費を補助。

② 福祉人材確保重点事業

※ 福祉分野に就労を希望
する者に対する無料職業紹
介等を行う都道府県福祉人
材センターの運営経費を補
助。

○ 福祉人材情報システムに
おいて求人情報を登録する
事業所について、事業所の従
事者の構成や採用・離職に関
する情報、労働環境や人材
養成に関する制度の整備及
び運用状況等についての詳
細な情報を開示し、従事者の
選択に資する情報を提供して
いる。

【①平成24年度予算：中央福
祉人材センター運営事業費
38百万円】

【②平成24年度予算：福祉人
材確保重点事業 セーフ
ティーネット支援対策事業費
補助金23,700 百万円の内
数】

①の事業
35百万円

②の事業 セーフ
ティーネット支援
対策事業費補助
金25,000百万円
の内数

-

（２）高齢者等の参入・参画の促進等

① 高齢者に対する研修等を通じ
て、高齢者が福祉・介護サービス分
野へ就業しやすい、又は、ボラン
ティアとして参画しやすい環境を整
えるほか、これまでの就業経験の中
で培ってきた経理や労務管理等の
専門的知識・技能の活用を図るこ
と。（経営者、関係団体等、国、地方
公共団体）

○老健局振興課

○生活・介護支援サポー
ターの養成

※市民の主体性に基づき運
営される新たな住民参加
サービス等の担い手として
生活・介護支援サポーター
を養成し、地域で高齢者の
生活を支えるシステムを構
築を図る。

○各都道府県において養成
事業を実施。

219百万円の
内数

○地域包括ケアシステム
構築の推進を図るうえ
で、住民参加によるサー
ビス等の担い手の確保
は重要であり、引き続き
養成事業を実施する。
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）

人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算の状
況

今後の対応

○職業安定局高
齢・障害者雇用対
策部高齢者雇用対
策課

○ シルバー人材センターに
おいて、定年退職後等に、
臨時的かつ短期的又は軽
易な就業を希望する高年齢
者に対して、地域の日常生
活に密着した仕事を提供し、
これによって高年齢者の就
業機会の増大を図り、活力
ある地域社会づくりを進め
る。

○平成24年度において、就業
したシルバー人材センター会
員の就業延人員数は6,895万
人日。
○平成20年度より、「教育」、
「子育て」、「介護」等の分野
において、シルバー人材セン
ターと地方自治体が共同して
企画提案した事業についても
補助をしている。

【平成24年度予算：シルバー
人材センター事業9,235百万
円】

9,049百万円

○就業機会の拡大等シ
ルバー人材センターの機
能強化に資する事業に
ついて加算補助を行うこ
とにより、各シルバー人
材センターの会員が身
近な地域で安心して働く
ことができる就業機会を
提供するとともに、適切
な運営の確保を図ってい
く。

○雇用均等・児童
家庭局保育課

○ 保育所の業務のうち、比
較的高齢者等に適したもの
についてこれらの者を非常
勤職員として雇用した場合
における保育所運営費の加
算。

【平成24年度予算額：保育所
運営費負担金396,225百万円
の内数】

425,625百万円
の内数

-

（①の続き）
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）

人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算の状
況

今後の対応

○職業安定局高
齢・障害者雇用対
策部障害者雇用対
策課

○ 福祉・介護サービス分野
も含め、障害者の雇用を促
進するために、
① ハローワークにおける、
きめ細かな職業相談・職業
紹介の実施
②「トライアル雇用」による、
障害者雇用のきっかけづくり
③ 身近な地域における、就
業面と生活面の一体的な相
談・支援 （「障害者就業・生
活支援センター」事業） 等の
支援策の充実。

① 平成24年度のハローワー
クを通じた障害者の就職件数
68,321件
（うち 「医療・福祉」への就職
件数は18,753 件（27.4％））
【平成24年度予算：654百万
円】

② 平成24年度のトライアル
雇用開始者数はを5,048人実
施。
【平成24年度予算：883百万
円】

③ 障害者就業・生活支援セ
ンター を全国316 か所に設
置。
【平成24年度予算：4,351百万
円】

①の事業
520百万円

②の事業
439百万円

③の事業
4,640百万円

① ハローワークにおけ
る管理選考・就職面接会
の充実を図る。 なお、特
に就職が困難な障害者
に対しては、ハローワー
クを中心とした地域の関
係機関との連係による
「チーム支援」の体制・機
能の拡充を図る。

② 民間人材ビジネスな
どの紹介により雇い入れ
られる場合も対象とする
などの改革・拡充を検
討。

③ 25年度においては、
設置箇所数の拡充を図
るとともに、職場定着支
援等の機能強化を図る。

○社会・援護局障
害保健福祉部障害
福祉課

○障害者居宅介護従業者
基礎研修（旧ホームヘル
パー３級）の実施

※当該研修を障害当事者の
方に受講して頂くことによ
り、福祉・介護サービス分野
への参入・参画を促進する。

平成24年度予算：地域生活
支援事業費補助金45,000百
万円の内数】

地域生活支援事
業費補助金
46,000百万円の
内数

-

② 障害者に対し、就労支援を含む
様々な支援 を通じて、障害者が自
らの能力を十分に発揮できる社会
参加の活動の一つとして、福祉・介
護サービス分野への参入・参画を促
進すること。（経営者、関係団体等、
国、地方公共団体）
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）

人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算の状
況

今後の対応

○職業能力開発局
職業能力開発課

○福祉・介護サービス分野
への就職を希望する障害者
に対し、就職の促進に資す
る知識・技能の習得を目的
とする職業訓練を実施し、そ
の参入を促進。

○都道府県立職業能力開発
施設、障害者職業能力開発
校において、福祉・介護サー
ビス分野の職業訓練を実施。
（平成22年度）
4コース実施・入校者36人
（平成23年度）
4コース実施・入校者34人
（平成24年度）
4コース実施・入校者28人

都道府県立職業
能力開発施設の
運営費交付金、
障害者職業能力
開発校運営委託
費の中で実施。

-

○雇用均等・児童
家庭局保育課

○保育所の業務のうち、比
較的障害者等に適したもの
についてこれらの者を非常
勤職員として雇用した場合
における保育所運営費の加
算。

【平成24年度予算額：保育所
運営費負担金396,225百万円
の内数】

425,625百万円
の内数

-

（②の続き）
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人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）

人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算の状
況

今後の対応

③ 日比経済連携協定等に基づく外
国からの介護福祉士等の受入れに
当たっては、国内における従事者と
の均衡待遇を確保するなど、外国
人介護福祉士等の受入れが適切に
行われ、現場に混乱が生ずることの
ないよう、十分な研修体制や指導体
制等を構築すること。（経営者、関係
団体等、国）

○社会・援護局福
祉基盤課
○職業安定局派
遣・有期労働対策
部外国人雇用対策
課経済連携協定受
入対策室

①外国人看護師・介護福祉
士受入事業

※ 経済連携協定に基づき
入国する看護師・介護福祉
士候補者を日本国内で一元
的にあっせんする機関とな
る社団法人国 際厚生事業
団（ＪＩＣＷＥＬＳ）が、以下の
事業を行う。
ア 経済連携協定に基づき入
国する外国人介護福祉士候
補者（以下、「介護福祉士候
補者」という。）に対して、介
護導入研修を実施。
イ 介護福祉士候補者に対
する研修実施体制・学習支
援体制に関 しての助言及び
指導
ウ 雇用管理指導 （介護福
祉士候補者の受入れ施設
への巡回、相談・苦情への
対応等） を実施。

①受入実績
○フィリピン人介護福祉士候
補者の受入れ実績
　平成21年度：217人
　平成22年度：82人
　平成23年度：61人
　平成24年度：73人
○インドネシア人介護福祉士
候補者の受入れ実績
　平成20年度：104人
　平成21年度：189人
　平成22年度：77人
　平成23年度：58人
　平成24年度：72人

【平成24年度予算：外国人看
護師・介護福祉士受入事業
56百万円】

①の事業 57百
万円

－

49



人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について（平成24年度）

人材確保指針に規定される人材確
保のために取り組むべき措置

担当部局 施策の概要 平成24年度までの実施状況
25年度予算の状
況

今後の対応

（③の続き）

○社会・援護局福
祉基盤課
○職業安定局派
遣・有期労働対策
部外国人雇用対策
課経済連携協定受
入対策室

②外国人介護福祉士候補
者受入施設学習支援事業
※外国人介護福祉士候補
者を受入れた個々の施設が
実施する日本語や介護分野
の専門知識等の学習及び
学習環境の整備等に対する
支援を行う。

③外国人介護福祉士候補
者学習支援事業
※受入施設における候補者
の継続的な学習を支援する
ため、集合研修、通信添削
指導、介護福祉士の資格を
取得できなかった候補者に
対する帰国後の学習支援を
実施。

③集合研修参加実績
平成21年度
実施回数4回（東京1会場、関
西2会場）
参加人数1,230名
平成22年度
実施回数3回（東京1会場、関
西1会場）
参加人数349名
平成23年度
実施回数2回（東京１会場、関
西１会場）
参加人数226名

②の事業 セーフティーネット
支援対策事業費補助金
23,700百万円の内数

③の事業121百万円

②の事業 セーフ
ティーネット支援
対策事業費補助
金25,000百万円
の内数

③の事業
108百万円

○引き続き事業を実施で
きるよう、必要な予算の
確保に努める。
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